
提

出

者

照

屋

寛

徳

平
成
十
六
年
十
一
月
四
日
提
出

質

問

第

三

三

号

下
地
島
空
港
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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下
地
島
空
港
に
関
す
る
質
問
主
意
書

下
地
島
空
港
は
、
沖
縄
県
宮
古
郡
伊
良
部
町
に
所
在
す
る
第
三
種
空
港
で
、
設
置
管
理
者
は
沖
縄
県
と
な
っ
て
い
る
。

わ
が
国
で
は
昭
和
四
十
年
頃
か
ら
ジ
ェ
ッ
ト
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
訓
練
を
主
と
す
る
空
港
を
国
内
に
整
備
・
建
設
す
る
方
針
が
検

討
さ
れ
て
い
た
。
当
時
、
ジ
ェ
ッ
ト
化
時
代
を
迎
え
、
ジ
ェ
ッ
ト
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
養
成
が
急
務
と
な
り
な
が
ら
、
国
内
ジ
ェ
ッ

ト
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
訓
練
飛
行
場
が
な
く
、
ア
メ
リ
カ
で
訓
練
を
し
て
い
た
。

か
か
る
背
景
の
中
で
、
昭
和
四
十
年
六
月
十
八
日
、
行
政
監
理
委
員
会
の
行
政
監
察
の
結
果
、
「
航
空
事
業
の
発
展
及
び
航

空
機
の
高
性
能
化
に
伴
う
操
縦
士
の
需
要
に
対
処
す
る
た
め
、
実
情
に
即
し
た
長
期
養
成
計
画
を
作
成
し
、
逐
次
そ
の
実
現
を

図
る
と
と
も
に
、
訓
練
専
用
飛
行
場
の
確
保
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
」
、
と
の
勧
告
が
な
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
一
年
十
月
に
航

空
審
議
会
答
申
が
な
さ
れ
、
運
輸
省
は
「
国
内
定
期
航
空
会
社
及
び
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
乗
員
養
成
需
要
に
応
ず
る
為
に
早
急

に
国
内
に
訓
練
飛
行
場
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
省
議
決
定
し
、
直
ち
に
調
査
を
開
始
し
た
。

下
地
島
空
港
建
設
を
め
ぐ
っ
て
は
、
誘
致
派
と
反
対
派
と
の
間
で
流
血
事
件
ま
で
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
、
宮
古
圏
域
を
二
分
す

る
深
刻
な
事
態
ま
で
発
展
し
た
。

下
地
島
空
港
は
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
非
公
共
用
と
し
て
設
置
許
可
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
昭
和
五
十
四
年
五
月
公
共
用
飛
行

一



場
（
第
三
種
空
港
）
と
し
て
設
置
許
可
さ
れ
た
。
昭
和
五
十
四
年
七
月
に
供
用
開
始
し
、
同
年
十
一
月
か
ら
は
パ
イ
ロ
ッ
ト
の

訓
練
を
開
始
し
た
。

下
地
島
空
港
建
設
を
め
ぐ
る
争
い
は
、
地
元
を
は
じ
め
沖
縄
全
体
の
開
発
振
興
に
役
立
つ
も
の
だ
と
す
る
誘
致
派
と
軍
事
利

用
を
懸
念
す
る
反
対
派
の
対
立
で
あ
っ
た
。
下
地
島
空
港
建
設
問
題
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
を
経
て
、
い
わ
ゆ
る
「
屋
良
確
認

書
」
で
、
軍
事
利
用
を
し
な
い
、
さ
せ
な
い
と
の
旧
琉
球
政
府
日
本
政
府
の
間
の
合
意
が
成
立
し
た
。

そ
の
下
地
島
空
港
を
普
天
間
飛
行
場
の
代
替
施
設
建
設
ま
で
の
期
間
、
暫
定
的
に
利
用
す
る
案
が
日
米
両
政
府
間
で
協
議
さ

れ
て
い
る
と
の
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ
ら
れ
、
宮
古
は
も
と
よ
り
沖
縄
中
が
驚
い
て
い
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
在
日
米
軍
の
再
編
問
題
に
絡
み
、
米
軍
嘉
手
納
基
地
を
自
衛
隊
と
共
同
使
用
す
る
と
と
も
に
、

台
湾
に
近
い
下
地
島
の
空
港
を
「
協
力
的
安
全
保
全
拠
点
」
と
位
置
づ
け
、
米
軍
と
自
衛
隊
の
補
助
的
な
機
能
と
し
て
活
用

す
る
具
体
案
を
日
本
政
府
に
提
示
し
た
、
と
複
数
の
マ
ス
コ
ミ
が
報
じ
て
い
る
が
、
か
か
る
事
実
の
有
無
等
に
つ
い
て
政
府

の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
普
天
間
飛
行
場
の
代
替
施
設
完
成
ま
で
の
間
、
普
天
間
飛
行
場
を
下
地
島
空
港
に
移
転
し
、
暫
定
的
に
使
用
す

二



る
方
針
か
そ
の
可
能
性
検
討
の
有
無
を
含
め
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
か
ら
日
本
政
府
に
対
し
、
在
日
米
軍
再
編
や
普
天
間
飛
行
場
移
設
問
題
と
関
連
し
て
、
下
地
島
空

港
を
暫
定
的
に
軍
事
利
用
し
た
い
と
の
要
求
が
あ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

下
地
島
空
港
に
つ
い
て
は
、
琉
球
政
府
行
政
主
席
屋
良
朝
苗
（
当
時
）
と
運
輸
大
臣
丹
羽
喬
四
郎
（
当
時
）
と
の
間
で
い

わ
ゆ
る
「
屋
良
確
認
書
」
が
交
わ
さ
れ
、
下
地
島
パ
イ
ロ
ッ
ト
訓
練
飛
行
場
は
民
間
航
空
訓
練
及
び
民
間
航
空
以
外
の
目
的

に
使
用
し
な
い
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。

「
屋
良
確
認
書
」
と
は
、
次
の
二
つ
の
文
書
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
一
年
八
月
十
三
日
（
通
海
第
七
〇
二
号
）
、

琉
球
政
府
行
政
主
席
屋
良
朝
苗
か
ら
運
輸
大
臣
丹
羽
喬
四
郎
宛
に
「
下
地
島
パ
イ
ロ
ッ
ト
訓
練
飛
行
場
の
建
設
促
進
に
つ
い

て
」
と
題
す
る
照
会
が
発
出
さ
れ
た
こ
と
、
同
文
書
で
は
、
次
の
二
項
目
に
つ
き
確
認
が
求
め
ら
れ
た
。

�

下
地
島
パ
イ
ロ
ッ
ト
訓
練
飛
行
場
は
、
琉
球
政
府
（
復
帰
後
は
沖
縄
県
）
が
所
有
し
、
及
び
管
理
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
同
訓
練
飛
行
場
の
使
用
方
法
は
、
管
理
者
で
あ
る
琉
球
政
府
（
復
帰
後
は
沖
縄
県
）
が
決
定
す
る
も
の
で
あ

る
。

�

運
輸
省
と
し
て
は
、
同
訓
練
飛
行
場
に
民
間
航
空
訓
練
及
び
民
間
航
空
以
外
の
目
的
に
使
用
さ
れ
る
目
的
は
な
く
、
ま

三



た
民
間
航
空
訓
練
及
び
民
間
航
空
以
外
の
目
的
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
を
管
理
者
で
あ
る
琉
球
政
府
（
復
帰
後
は
沖
縄
県
）

に
命
令
す
る
法
令
上
の
根
拠
を
有
し
な
い
。

右
二
項
目
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十
六
年
八
月
十
七
日
、
総
理
府
総
務
長
官
山
中
貞
則
（
当
時
）
、
運
輸
大
臣
丹
羽
喬
四
郎

（
当
時
）
の
連
名
で
琉
球
政
府
行
政
主
席
屋
良
朝
苗
宛
に
「
下
地
島
訓
練
飛
行
場
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
琉
球
政
府
か

ら
の
照
会
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
回
答
書
が
発
出
さ
れ
、
同
回
答
書
で
「
政
府
と
し
て
は
、
琉
球
政

府
行
政
主
席
よ
り
の
申
し
入
れ
の
二
項
目
に
つ
い
て
、
異
存
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
」
と
回
答
し
て
い
る
。

政
府
は
、
い
わ
ゆ
る
「
屋
良
確
認
書
」
と
呼
ば
れ
る
二
通
の
文
書
の
存
在
、
「
屋
良
確
認
書
」
に
よ
れ
ば
下
地
島
空
港
は

パ
イ
ロ
ッ
ト
訓
練
並
び
に
民
間
航
空
以
外
の
使
用
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
並
び
に
「
屋
良
確
認
書
」
が
現
在
で
も
効
力
を
有
す

る
と
お
考
え
か
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

尚
、
い
わ
ゆ
る
「
屋
良
確
認
書
」
に
は
効
力
が
な
く
下
地
島
空
港
は
軍
事
利
用
も
可
能
と
す
る
見
解
で
あ
ら
ば
、
そ
の
根

拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

政
府
は
、
い
わ
ゆ
る
「
屋
良
確
認
書
」
が
交
わ
さ
れ
た
当
時
、
「
下
地
島
訓
練
飛
行
場
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
琉
球

政
府
か
ら
の
照
会
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
回
答
書
は
、
「
二
人
の
大
臣
の
署
名
に
な
っ
て
お
り
ま
す

四



が
、
こ
れ
は
政
府
全
体
の
見
解
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
」
と
、
当
時
の
琉
球
政
府
に
伝
え
て
い
る
。
政
府
は
、
い
わ
ゆ

る
「
屋
良
確
認
書
」
の
二
項
目
は
、
政
府
が
沖
縄
県
（
旧
琉
球
政
府
）
に
対
し
、
誠
実
に
履
行
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
見

解
に
変
更
は
な
い
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


